
（公園緑地課） 

緑化推進事業補助金交付フロー 

事業区分（各事業の補助は重複しないこと。１区画に対して１回限りとする。） 

・生け垣の設置 
・事業所等の緑化 
・みどり重点地区等の緑化 

 

・生け垣の設置 

対象 

・自らが 1 戸建ての専ら居住の用に供する建築物の敷地内で

道路に面した部分に新たに行う生け垣の設置 

対象経費 
・ 生け垣の設置に要する費用（樹木費，竹柵費，土壌改良費，労務費） 
・ 道路に面したブロック塀等の撤去費用（取壊し費，処分費） 

補助金の額（個々の経費の２分の１から算出） 

・生け垣設置費      ３，０００円／ｍを限度とし 
                   総額３万円を限度 
・ブロック塀等撤去費   ２，０００円／ｍを限度とし 
                   総額２万円を限度 

生け垣の基準 
・延長は５ｍ以上とすること。 
・樹木の高さは０．６ｍ以上とすること。 

 



（公園緑地課） 

緑化推進事業補助金交付申請書の提出（着手前） 

 
 

 

緑化推進事業補助金交付決定通知書により通知 

 

緑化推進事業補助金交付変更申請書の提出 

 

緑化推進事業補助金交付決定変更通知書により通知 

 

事業完了 

 

完了後 30 日以内又は完了した年度の末日のいず

れか早い日までに緑化推進事業完了報告書の提出 

 

支出書により請求 
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